
ご来院の皆様方へ

敷地内禁煙のお知らせ

当院では、健康増進法第５条（医療機関の責務）及び第25条

（受動喫煙の防止）に基づき、これまで館内の禁煙を実施して

きましたが、平成２１年４月１日より敷地内全面を禁煙にする

ことといたしました。

喫煙者の皆様にはご不自由をおかけしますが、医療機関とし

ての使命をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。
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